
労働局
（全国に47か所）

厚生労働省で企画・立案さ

れた「働く」ということに関連

する様々な施策を、

全国にある労働局が地域の

実情に応じてより具体化し、

地域に密着した行政を担う

国の機関です。
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労働局の組織図

厚生労働省

富山県内に４署 富山県内に６所1出張所
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第一線機関（出先機関）

総合労働相談コーナー

雇用保険電子申請事務センター

助成金センター
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富山労働局の組織図



〇ハローワーク

（職業安定行政）

〇労働局職業安定部

（職業安定、人材開発行政）

〇労働局雇用環境・均等室

（雇用環境・均等行政）

〇労働局総務部

（総務課、労働保険徴収室）

〇労働基準監督署

（労働基準行政）

〇労働局労働基準部

（労働基準行政）

〇労働局雇用環境・均等室

（雇用環境・均等行政）

〇労働局総務部

（総務課、労働保険徴収室）

一 般 職 試 験

事務官(共通)
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事務官(基準)

一 般 職 試 験

採用・配属先について

人事院が行う国家公務員試験（専門職・一般職）と、富山労働局が行う官庁訪問（個別面接）
に合格後、採用となります。

労働基準監督官

専 門 職 試 験



国家公務員の給与は、「一般職の職員の給与に関する法律」の定めによって

支給されています。 また毎年、人事院勧告により改正されます。

初任給（本俸） *R8年度

一般職大卒の場合(1級25号俸）

月 ２３２，０００円 【事務官】

専門職大卒の場合(1級26号俸）

月 ２３３，７００円 【監督官】

富山市勤務

→本俸等の４％

地域手当

昇給日(毎年１月１日)に

勤務成績に応じて

４～８号俸の昇給あり

賞与（ボーナス）
年２回 年間４．６５月分

＊６月・１２月に分けて支給

【子】
13,000円／月

【父母等】
6,500円／月

扶養手当通勤手当

【交通機関利用】
運賃相当額

（１５万円／月まで全額支給）

【自動車等使用】
距離数に応じて支給

駐車場利用料金

（5,000円／月まで全額支給）
住居手当

家賃に応じて
最大28,000円／月
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勤務条件について（給与・昇給・賞与他）

超過勤務手当

正規の勤務時間を超えて

勤務した職員に対し、勤務

時間数に応じて支給

公務員宿舎
もあります

給与制度のアップデートとして
新卒初任給・若年層の給与の大幅な
引上げが行われました（R6年度）。



８：３０～１７：１５（休憩１Ｈ） ＊７時間４５分／日

完全週休２日制 ＊土曜、日曜、国民の祝日、年末年始（12／29～１／３）

年間２０日（時間単位での取得可能）

★採用当初に４月～１２月の分として１５日付与されます。

夏季（７月～９月）に連続する３日間

★土日や年次有給休暇と合わせて、１週間以上の連続休暇取得者が多数います！
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勤務条件について（異動・勤務時間・各種休暇他）

病気休暇、育児休暇（男性・女性）、男の産休（配偶者出産休暇・育児参加休暇）、
介護休暇、結婚休暇、子の看護等休暇、介護時間、保育時間、育児や介護に伴う
早出遅出勤務など

（事務官）原則、富山県内のみ。
★厚生労働本省や結婚等により他局への異動を希望することができます。

★専門職である労働基準監督官は、入省後３・４年目に県外異動があります。



私たちは、事業主に対し「働きやすい・働きがいのある職場づくり」への指導や提案を
する立場として、「ワーク・ライフ・バランス」（仕事と生活の両立）に積極的に取り組んで
います。
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ワーク・ライフ・バランスを実現させるための取り組み

長時間労働の削減

一月当たりの超過勤務時間

６．６時間

年次有給休暇の取得促進

年次休暇取得日数

１８．３日

育児・介護休業制度

育児休業取得率

男性・女性とも

100％

＊令和７年度実績（富山労働局）

女性の活躍推進

女性管理職多数！！

県内のハローワーク（出張所含む）

７カ所中４カ所の所長が女性
＊ R7、R8年度


